別表（第８条関係）

センター等通所サービス給付費の単価基準
	区　　分
	重　度
	中　度
	軽　度
	加算の種類
	加算額

	４時間未満（Ⅰ）
	2,109円
	1,807円
	1,506円
	送迎加算（30㌔ﾒｰﾄﾙまで）
	500円

	４～６時間（Ⅱ）
	3,515円
	3,013円
	2,511円
	送迎加算（30㌔ﾒｰﾄﾙ超）
	750円

	６時間以上（Ⅲ）
	4,620円
	4,017円
	3,414円
	食事提供体制加算
	400円

	（注意）
	


　1.車両による送迎を実施したときは、距離区分に応じ1回（片道）当たり表の加算額を算定する。
　2.食事提供体制加算の要件は、旧法通所施設（介護給付費）の加算と同じ要件とする。



　　　　　　　　

